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６１４ 私立学校振興助成法の規定に基づく公認会 こども未来政策課

計士等の監査について定める件

６１５ 私立学校振興助成法施行規則第２条第４号 同
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【公告】

番 号 表 題 担当課名

地方独立行政法人徳島県鳴門病院が実施す 医療政策課

る一般競争入札公告

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１１２ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

届出事項の異動の届出があった件

１１３※ 政治資金規正法の規定に基づく収支報告書

等の閲覧及び写しの交付に関する規程の一

部を改正する件



【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１１４※ 政党助成法の規定による報告書等の閲覧の

請求及びその方法に関する規程の一部を改

正する件



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
四
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳

島
県
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
が
令
和
七
年
度
以
後
の
各
年
度
の
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細

書
に
つ
い
て
受
け
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
七
年
十

二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
十
七
号
（
私
立
学
校
振
興
助
成
法
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
事
項
を

指
定
す
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
六
年
度
以
前
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の

財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
添
付
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
に
係
る
監
査
事
項
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
が
受
け
る
私
立
学
校
振
興
助
成
法
第
十
四
条
第
二
項
の
監
査

は
、
学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
会
計

処
理
が
行
わ
れ
、
計
算
書
類
（
活
動
区
分
資
金
収
支
計
算
書
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
が
作
成

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
五
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
（
令
和
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号
）
第
二
条
第
四
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
徳
島
県
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
を

次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
第
二
条
第
四
号
に

掲
げ
る
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類
は
、
人
件
費
支
出
内
訳
表
が
同
令
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第

十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
と
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

合
同
会
社
延
愛

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
加
茂
野

訪
問
介
護
の
あ

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
加
茂
野

訪
問
介
護

令
和
七
年
十
二
月
一
日

三
四
番
地
二

三
四
番
地
二

株
式
会
社
古
川

板
野
郡
藍
住
町
住
吉
字
神
蔵
一
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
藍
住
町
住
吉
字
神
蔵
一
四

訪
問
看
護

同

三
番
地

コ
ー
ポ
新
聖
一
〇
二

い
こ
い

三
番
地

コ
ー
ポ
新
聖
一
〇
二



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
古
川

板
野
郡
藍
住
町
住
吉
字
神
蔵
一
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
藍
住
町
住
吉
字
神
蔵
一
四

介
護
予
防
訪
問

令
和
七
年
十
二
月
一
日

三
番
地

コ
ー
ポ
新
聖
一
〇
二

い
こ
い

三
番
地

コ
ー
ポ
新
聖
一
〇
二

看
護



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
八
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
松
島
市

長
及
び
美
馬
市
長
か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

小
松
島
市
に
係
る
地
籍
調
査

１

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

小
松
島
市

２

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

３

成
果
の
名
称

小
松
島
市
小
松
島
町
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
小
松
島
町
一
地
区
）

４

調
査
を
行
っ
た
地
域

小
松
島
市
小
松
島
町
の
一
部
（
小
松
島
町
一
地
区
）

５

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
日

二

美
馬
市
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
市
脇
町
字
西
俣
名
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
広
棚
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
市
脇
町
字
西
俣
名
の
一
部
（
広
棚
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
市
脇
町
字
梨
子
木
及
び
横
倉
の
各
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
梨
子
木
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
市
脇
町
字
梨
子
木
及
び
字
横
倉
の
各
一
部
（
梨
子
木
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
日

３
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
市



㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
市
穴
吹
町
口
山
字
大
内
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
口
山
二
十
八
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
市
穴
吹
町
口
山
字
大
内
の
一
部
（
口
山
二
十
八
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
日

４
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
市
木
屋
平
字
麻
衣
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
木
屋
平
二
十
九
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
市
木
屋
平
字
麻
衣
の
一
部
（
木
屋
平
二
十
九
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
日



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
好
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び
三
好
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
六
百
二
十
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
工
作
物
を
除
却
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
工
作
物
を
保

管
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
管
し
た
工
作
物

工
作
物
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

工
作
物
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所

工
作
物
を
除
却
し
た
日
時

工
作
物
の
保
管
を
始
め
た
日

名
称
又
は
種
類

形
状

数
量

単
管

三
百
二
十
五
本

鳴
門
市
大
津
町
長
江
地
先
及
び
撫
養

令
和
七
年
十
月
三
十
日
午
前
十
時
か
ら

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

鋼
製
階
段

一
式

町
南
浜
地
先
の
一
級
河
川
吉
野
川
水

同
月
三
十
一
日
午
前
十
時
ま
で

午
後
一
時

ビ
デ
ィ
枠

十
枚

系
撫
養
川
河
川
区
域
内
水
域

ブ
レ
ス

十
二
本

ブ
イ

五
個

タ
イ
ヤ

二
十
四
本

雑
木
雑
材

一
式

ク
ラ
ン
プ

五
百
四
個

歩
板

三
十
三
枚

垂
木

八
本

ア
ン
チ

十
九
枚

フ
ロ
ー
ト

三
十
一
個

木
製
パ
レ
ッ
ト

五
枚

二

工
作
物
の
保
管
の
場
所

鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

小
鳴
門
大
橋
下

資
材
置
場

三

保
管
し
た
工
作
物
の
返
還
手
続

令
和
八
年
五
月
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
工
作
物
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
工
作
物
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。

）
が
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
鳴
門
担
当
に
申
し
出
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
工
作
物
の
除
却
、
保
管
そ
の
他
の
措
置
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
河
川
法

第
七
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
有
者
等
の
負
担
と
す
る
。



公

告

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

「
中
央
監
視
装
置
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
」
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
公

告
す
る
。
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

理
事
長

住

友

正

幸

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

業
務
名

中
央
監
視
装
置
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事

２

仕
様
内
容

㈠

中
央
監
視
装
置
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
場
所
を
変
更
及
び
各
機
器
類
を
更
新
す
る
こ
と
。

・
主
装
置
：
地
階
中
央
監
視
室
か
ら
二
階
電
気
室
へ

・
監
視
用
Ｐ
Ｃ
（
一
台
）
：
地
階
中
央
監
視
室
か
ら
二
階
電
気
室
へ

・
監
視
用
Ｐ
Ｃ
（
一
台
）
：
地
階
中
央
監
視
室
の
同
じ
場
所
へ

㈡

シ
ス
テ
ム
構
成
を
仕
様
書
の
と
お
り
変
更
す
る
。

㈢

㈡
の
変
更
後
、
シ
ス
テ
ム
構
成
を
実
現
す
る
幹
線
等
配
線
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
一
階
以
下

が
浸
水
又
は
何
ら
か
の
理
由
で
故
障
若
し
く
は
不
具
合
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
二
階
以

上
に
設
置
す
る
監
視
用
Ｐ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
制
御
及
び
監
視
が
行
え
る
構
築
と
す
る
こ
と
。

㈣

既
存
中
央
監
視
装
置
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
本
件
業
務
履
行
中
に
お
い
て
も
通
常
の

の
運
用
を
可
能
と
し
、
シ
ス
テ
ム
へ
切
替
え
る
と
き
等
の
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
事
前
に
発

注
者
と
協
議
し
承
認
を
得
る
こ
と
。

㈤

コ
ア
抜
き
工
事
及
び
ア
ン
カ
ー
打
ち
工
事
等
の
建
物
躯
体
に
干
渉
す
る
工
事
を
行
う
場
合

は
、
必
要
に
応
じ
て
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
等
を
実
施
す
る
も
の
と
し
、
事
前
に
発
注
者
と
協
議
し

承
認
を
得
る
こ
と
。

３

業
務
期
限

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
（
水
曜
日
）
ま
で
。
な
お
、
発
注
者
よ
り
工
程
案
を
三
に
示
す
場
所
及

び
期
間
に
て
配
布
す
る
。

４

業
務
場
所

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
会
計
規
程
実
施
規
程
（
契
約
関
係
）
（
以
下
「
会
計
規

程
実
施
規
程
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
徳
島
県
の
入
札
参
加
資
格
名
簿
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
者

又
は
会
計
規
程
実
施
規
程
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
資
格
審
査
を
受
け
て
参
加
が
認

め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

㈡

会
計
規
程
実
施
規
程
第
八
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。



㈢

入
札
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
仕
様
書
に
示
し
た
要
件
、
資
格
事
項
等
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
以
下
「
応
札
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
等
を
法
人
の
指
定
す
る
様
式
に
よ

り
、
五
の
２
に
示
す
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
、
審
査
の
結
果
「
適
合
」
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ

る
こ
と
。

㈣

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は

暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

三

仕
様
書
、
入
札
説
明
書
等
に
関
す
る
事
項

１

交
付
場
所

郵
便
番
号

七
七
二
―
八
五
〇
三

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

施
設
整
備
企
画
課

電
話
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
〇
〇
一
一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
一
八
六
〇

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

shisetsu@
naruto-hsp.jp

２

交
付
期
間

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
土

日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。

四

問
合
せ
等
に
つ
い
て

１

問
合
せ
先

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

施
設
整
備
企
画
課

電
話
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
〇
〇
一
一

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
八
八
―
六
八
三
―
一
八
六
〇

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

shisetsu@
naruto-hsp.jp

２

問
合
せ
の
方
法
及
び
受
付
期
間

問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
期
間
に

つ
い
て
は
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま

で
の
土
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
以
降
の
問
合
せ

に
つ
い
て
は
回
答
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

五

応
札
仕
様
書
等
に
つ
い
て

１

本
件
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
応
札
仕
様
書
を
発
注
者
の
指
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成

し
、
期
限
ま
で
に
、
様
式
に
記
入
し
た
規
格
の
根
拠
と
な
る
書
類
等
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
）
と
と
も

に
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
応
札
仕
様
書
等
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
、
採
用
し
得
る
と
判

断
し
「
適
合
」
と
さ
れ
た
応
札
仕
様
書
等
を
提
出
し
た
者
に
限
り
、
入
札
落
札
決
定
の
対
象
と
す
る

な
お
、
法
人
か
ら
応
札
仕
様
書
等
に
関
し
、
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

応
札
仕
様
書
等
の
提
出
期
限
、
提
出
場
所
及
び
方
法



㈠

提
出
期
限

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
午
後
四
時

㈡

提
出
場
所

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

施
設
整
備
企
画
課

㈢

提
出
方
法

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
必
着
の
こ

と
。
）

六

入
札
手
続
等
に
つ
い
て

１

入
札
及
び
開
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

㈠

日
時
令
和
八
年
一
月
九
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時

㈡

場
所
徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
三
階
会
議
室

㈢

入
札
書
の
提
出
方
法

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
必
着
の

こ
と
。
）

２

郵
送
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
限
、
宛
先
及
び
郵
送
方
法

㈠

提
出
期
限

令
和
八
年
一
月
八
日
（
木
曜
日
）
午
後
五
時
必
着

㈡

宛
先
郵
便
番
号

七
七
二
―
八
五
〇
三

徳
島
県
鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

施
設
整
備
企
画
課

㈢

郵
送
方
法

二
重
封
筒
と
し
、
入
札
書
を
中
封
筒
に
入
れ
て
密
封
し
た
上
で
、
当
該
中
封
筒
の
表
面
に
は
直

接
持
参
す
る
場
合
と
同
様
に
入
札
者
名
を
明
記
し
、
外
封
筒
の
表
面
に
は
「
〇
〇
の
入
札
書
在

中
」
の
旨
を
朱
書
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

入
札
の
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
契
約
希
望
金
額
（
消
費
税
法
及
び
地

方
税
法
に
則
っ
た
消
費
税
等
は
含
ま
な
い
。
）
と
し
て
落
札
す
る
。
た
だ
し
、
入
札
執
行
者
は
、
契

約
金
額
の
支
払
い
の
際
上
記
契
約
希
望
金
額
に
消
費
税
等
を
加
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
支
払
う
旨

（
公
租
公
課
の
増
減
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。
）
を
、
契
約
書
に
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

４

契
約
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

５

入
札
保
証
金

免
除

６

契
約
保
証
金

会
計
規
程
実
施
規
程
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
計
規
程
実



施
規
程
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
契
約
保
証
金
の
全
額
又
は

一
部
を
免
除
と
す
る
。

７

入
札
の
無
効

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
入
札
は
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
者
が
同
一
事
項
に
対
し
、
二
以
上
の
入
札
を
し
た
と
き
。

㈡

入
札
者
が
他
人
の
代
理
を
し
、
又
は
代
理
人
が
他
人
の
代
理
を
兼
ね
た
と
き
。

㈢

入
札
保
証
金
を
免
除
し
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
納
付
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。

㈣

入
札
に
関
し
談
合
等
の
不
正
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

㈤

入
札
書
に
記
名
押
印
が
な
い
と
き
。

㈥

入
札
書
の
記
載
事
項
の
確
認
が
で
き
な
い
と
き
。

㈦

入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
者
が
入
札
を
し
た
と
き
。

㈧

そ
の
他
契
約
責
任
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
事
項
に
違
反
し
た
と
き
。

８

入
札
又
は
開
札
の
中
止

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
入
札
又
は
開
札
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

こ
れ
を
中
止
す
る
。
こ
の
中
止
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

９

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
五
の
応
札
仕
様
書
等
の
審
査
に
よ
っ
て
適
切
と
認
め
ら
れ
た

入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
す

る
。落
札
の
無
効

10
㈠

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
後
、
法
人
が
定
め
た
期
間
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
期
間
に
落
札
者
が
契
約
の
締
結
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
落
札
は
効

力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

㈡

落
札
者
と
な
っ
た
者
が
、
契
約
締
結
日
ま
で
に
徳
島
県
建
設
工
事
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置

要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
者
と
は
契
約
を
締
結
し
な
い
。

契
約
書
作
成
の
要
否

11

要そ
の
他

12

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

自

由

民

主

党

令

和

七

年

美

崎

順

子

代
表
者
の
氏
名

美

崎

順

子

山

口

富

義

２
１
世
紀
徳
島
を
つ
く
る
会

十

一

月

五

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

徳

島

維

新

の

会

浦

野

靖

人

曽

根

大

志

樋

川

勲

氏
名

十
一
月
二
十
五
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
書
面
又
は
」
を
「
書
面
、
」
に
改
め
、
「
政
治
資
金
監
査
報
告
書
」
の
下
に
「
又
は
同
法

第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
書
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
、
「
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
請
求
者
」
と
い

う
。
）
」
を
「
の
請
求
」
に
、
「
提
出
し
」
を
「
提
出
し
て
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
と
き
は
、

請
求
者
」
を
「
と
き
は
、
同
項
の
請
求
を
し
た
者
」
に
、
「
委
員
会
は
、
請
求
者
」
を
「
委
員
会
は
、
当

該
者
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
請
求
を
」
を
「
写
し
の
交
付
の
請
求
（
以
下
「
交
付
請
求
」
と
い
う
。
）
を
」
に

、
「
当
該
請
求
」
を
「
当
該
交
付
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
請
求
者
」
を
「
交
付
請
求
を
し
た

者
（
以
下
「
交
付
請
求
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
」
を
「
交
付
請
求
」
に
、
「
が
著
し
く
」
を
「
の
写
し
が
著
し
く
」
に
、
「
当
該
請
求
が
」
を
「
当

該
交
付
請
求
が
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
こ
と
」
を

「
交
付
す
る
こ
と
」
に
、
「
当
該
請
求
に
」
を
「
当
該
交
付
請
求
に
」
に
、
「
の
う
ち
」
を
「
の
写
し
の

う
ち
」
に
、
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
し
」
を
「
交
付
し
」
に
、
「
に
つ
い
て
は
」
を
「
の
写
し

に
つ
い
て
は
」
に
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
れ
ば
」
を
「
交
付
す
れ
ば
」
に
、
「
同
項
に
」
を

「
第
一
項
に
」
に
、
「
請
求
者
」
を
「
交
付
請
求
者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
こ
の
項
」
を
「
こ
の

項
の
規
定
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
の
写
し
に
つ
い
て
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
収
支
報
告
書
等
の
」
に
改
め
る
。

「

別
記
様
式
中

□
収
支
報
告
書
□
監
査
意
見
書
□
政
治
資
金
監
査
報
告
書

を
」

「

□
収
支
報
告
書
□
監
査
意
見
書
□
政
治
資
金
監
査
報
告
書

に
改
め
る
。

□
確
認
書

」

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
四
号

政
党
助
成
法
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及
び
そ
の
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

政
党
助
成
法
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及
び
そ
の
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

政
党
助
成
法
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及
び
そ
の
方
法
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

政
党
助
成
法
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程

第
一
条
中
「
県
委
員
会
」
を
「
委
員
会
」
に
改
め
、
「
閲
覧
」
の
下
に
「
及
び
写
し
の
交
付
」
を
加
え

る
。第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
の
請
求
）

第
二
条

報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
の
請
求
は
、
閲
覧
等
請
求
書
（
別
記
様
式
）
を
委
員
会
に

提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

委
員
会
は
、
前
項
の
閲
覧
等
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
請
求
を

し
た
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
委
員
会
は
、
当
該
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
三
条
第
一
項
中
「
県
委
員
会
事
務
室
」
を
「
委
員
会
の
指
定
す
る
場
所
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
破
損
」
の
下
に
「
、
汚
損
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

委
員
会
は
、
前
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
閲
覧
を
禁

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
）

第
四
条

委
員
会
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
交
付
の
請
求
（
以
下
「
交
付
請
求
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
交
付
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
当
該
交
付
請
求
に
係

る
報
告
書
等
の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
四
十
五
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
委
員
会
は
、
交
付
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
交
付
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

交
付
請
求
に
係
る
報
告
書
等
の
写
し
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
交
付
請
求
が
あ
っ
た
日
か

ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
当
該
交
付
請
求
に
係
る
報

告
書
等
の
写
し
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
交
付
し
、
残
り
の
報
告
書
等
の
写
し
に

つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
交
付
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
第
一
項
に
規



定
す
る
期
間
内
に
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二

残
り
の
報
告
書
等
の
写
し
に
つ
い
て
交
付
を
す
る
期
限

４

報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
報
告
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
の

用
紙
に
複
写
し
た
も
の
（
白
黒
で
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る

。別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式（第２条関係） 

閲 覧 等 請 求 書 
 
 

  年  月  日 
 
 
  徳島県選挙管理委員会 殿 
 
 
                請求者  氏名又は名称                                 
                                          郵便番号 
                                     住所又は居所                                   
                                          電話番号 
                 
                法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名                                    
                及び主たる事務所等の所在地を記載してください。 
                                                                                    
 政党助成法第 32 条第５項の規定により、次のとおり請求します。 
 
 
１ 閲覧又は写しの交付の区分                         
 
    □閲覧                      
   □写しの交付 〔 □徳島県選挙管理委員会においての交付を希望  □送付を希望 〕 
 

２ 閲覧又は写しの交付を請求する報告書等の内容        
 
種 類 
 

 
□支部報告書 □支部総括文書 □監査意見書 

 
 
 

政 党 の 支 部 の 名 称 
 
 
 

 
 
 

 
支部政党交付金の支給を
受け、若しくは支部政党
交付金による支出をし、

又は支部基金の残高を有
した年 
 

 

 



附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


